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固有名詞で本文中に説明がない用語や、一般名詞のうち本報告書で特別な意味合いで使用している用語について、定義を
記載。

本報告書における用語の定義

No 用語 定義

1 自治体 • 都道府県、自治事務を行う政令市、市区町村等の総称

2 保安ネット

• 産業保安・製品安全関連法令に関する申請手続の電子申請システム

• 現在稼働中のシステムを「現行保安ネット」、現行保安ネットのサービス終了に伴い、今後、新規に構築・稼働する想定の次期システムを「次期
保安ネット」と記載

• 現行保安ネットと次期保安ネットの双方を総称する場合に限り、「保安ネット」と記載

3 申請者/審査者

• 保安ネット利用ユーザの分類

• 申請者は、保安ネットを利用して手続きを提出する事業者等

• 審査者は、保安ネットで提出された申請手続の審査を行う経済産業省職員

4
マスタ/マスタ項目/マスタデータ
/マスタ更新

• 業務で利用する基本的な情報を管理するデータベース

• 上記データベースの総称を「マスタ」、データベースとして管理する項目の名称を「マスタ項目」、データベースに入っているデータの総称を「マスタデー
タ」、マスタデータの削除や追加を行う作業を「マスタ更新」と定義

5
手続の様式/手続の業務フロー
/手続の審査フロー

• 手続の類型を分類する際に使用している用語

• 手続の様式とは、法令や行政で定められた提出書類に求められる記載事項やその書式を指す

• 手続の業務フローとは、行政手続に係る一連の業務プロセスをフローにして可視化したものを指す

• 手続の審査フローとは、業務フローの内、手続受付から受理、施行完了までの間のフローを指す

6 オンライン化/電子化
• 従来、紙媒体の様式で申請・審査・保管を行っていた手続を、オンライン上で完結させる取組の総称

• 「オンライン化」・「電子化」いずれも同じ内容を指し、仕様書上では「電子化」という表記があるが、本報告書では「オンライン化」という表記で統一

7 疑似体験/実証
• 自治事務の手続の申請から審査を想定したオンライン化システムを、自治体担当者が操作体験する取組の総称

• 「疑似体験」・「実証」いずれも同じ内容を指し、仕様書上では「実証」という表記があるが、本報告書では原則「疑似体験」という表記で統一
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本事業の背景・目的
1.1. 本事業の背景・目的

背景 本事業の目的

自治事務を含めた
産業保安法令の

手続オンライン化検討

国・自治体共通で
利用できるシステム導入の検討

◼産業保安を取り巻く環境の変化

✓災害の激甚化、革新的なテクノロジーの普及。

✓審査業務を効率化し、立入検査等の現場業務に注力。

◼行政手続のオンライン化の動き

✓デジタル化原則（行政手続のオンライン化）

✓規制改革実施計画（自治事務のオンライン化）

◼自治事務の存在

✓高圧ガス保安法、液化石油ガスの保安の確保及び取
引の適正化に関する法律、火薬類取締法、電気工事
業の業務の適正化に関する法律、電気工事士法

本事業では、自治事務を含めた産業保安法令の手続オンライン化と、国・自治体共通で利用できるシステム導入の検討を行う。
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実施内容（1/2）
1.2. 本事業の実施作業

本事業での実施内容と本報告書での該当箇所は以下の通り。

• 4自治体にて業務実態に関するヒアリングを実施し、次期保安ネットでのオンライン化を実現するうえ
での課題を抽出

• 昨年度の調査結果を踏まえ、審査負荷が高くオンライン化する上での課題が多いとされる「第一種製造
者の製造の許可及び変更の許可」と、件数が多くオンライン化の優先度の高いとされる「保安係員の選
任・解任の届出」を疑似体験(実証事業)の対象手続として選定

（１）
高圧ガス分野に
おける電子化実
現に向けた詳細
調査

• 4自治体にて疑似体験(実証事業)を実施。打鍵結果についてヒアリングを実施し、次期保安ネット
でのオンライン化を実現するうえでの課題を抽出

• 自治体毎の独自様式に着目して申請書類の合理化を検討

• 自治体毎に方針が異なる文書管理や手数料納付、LGWAN環境の団体への対応等、自治事務のオ
ンライン化にあたって配慮すべき事項とその対応方針を整理

P.34-P.63

実施内容(仕様書記載事項) 本報告書での記載内容 該当頁

• 全国自治体が参加するブロック会議にて、保安ネットのこれまでの取り組み、今後の取り組み、疑似体
験の案内について資料を用いて共有

• 会議内で出てきた意見を基に、全国自治体への展開に向けた方針を整理

P.4-P.6
P.26-P.32

• (本報告書では未記載) -

(1) - ①
電子化実現に向けた課題等
の整理

(1) – ②
電子化実現に向けた実証事
業

(1) – ③
電子化の普及に係る都道
府県等との意見交換支援

(1) – ④
令和5年度以降の電子化に
向けた作業方針の整理
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実施内容（2/2）
1.2. 本事業の実施作業

本事業での実施内容と本報告書での該当箇所は以下の通り。

• 経済産業省本省の法令担当課室に確認し、高圧ガス保安法以外の産業保安法令の手続において
自治事務として行われているオンライン化対象手続を整理

• 高圧ガス保安法以外のオンライン化対象手続について、年間処理件数、手続の各処理におけるオン
ライン化導入状況や導入しているシステム、国主導のオンライン化システムを導入することへのニーズ
等、実態を調査

• 次期保安ネットがLGWAN接続で運用することを念頭にLGWAN接続ができない団体について調査
（２）
電気工事士法、
火薬類取締法、
液石法等におけ
る自治事務の実
態調査

(2) - ①
都道府県等の手続受付状
況に関する調査

(2) – ②
手続の電子化に向けた優先
順位付と電子化の実現方
式の検討

• 手続の年間処理件数、オンライン化によるメリット・オンライン化の難易度に着目し、優先順位の高い手
続を選定

• 選定した手続の様式、業務フロー、審査フローに着目し、実現方式の複雑化を防ぐため類型化を実施

実施内容(仕様書記載事項) 本報告書での記載内容 該当頁

• 高圧ガス保安法の手続と異なり、業務フローや審査フローが特殊な電気工事士法の「電気工事士免
状の交付」を現行保安ネットの検証環境に実装し、A自治体、B自治体の電気工事工業組合による
疑似体験を実施

• 疑似体験で出てきた意見を基に、外部への業務委託先に受付や審査を委ねている手続のオンライン化
に向けた施策案を整理

(2) – ③
国・都道府県等間の共通シ
ステム構築・導入の可能性
調査

P.13-P.25

P.34-P.63

P.34-P.63
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疑似体験概要
1.2. 本事業の実施作業

現行事務と現行保安ネットとの適合点・乖離点の確認、保安法令関連の自治事務におけるオンライン化の機運醸成を目的と
して、自治体担当者によるオンライン化システムの操作体験を実施。

疑似体験の実施概要

目的

• 今後の開発等に向けて、多くの自治体で汎用的に利用できるシステムとするため、疑似体験を通して、現行事務とシス
テム上の適合点・乖離点をなるべく多く把握する。

• 本体験を通して、自治事務の手続のオンライン化の取組そのものを自治体に普及啓発し、自治事務の手続のオンライン
化に対する自治体の機運を醸成する。

実施内容
• 自治事務の手続の申請から審査を想定したオンライン化システムを現行保安ネット上に実装し、自治体担当者による

操作を実施する。

対象自治体 • 本体験への協力を承諾した全国自治体 (参加団体数：計44団体)

対象手続

高圧ガス保安法
• 第一種製造者の製造の許可(一般則)
• 第一種製造者の製造施設等の変更の許可(一般則)
• 保安係員の選任の届出(一般則)
• 保安係員の解任の届出(一般則)

電気工事士法
• 電気工事士の免状交付
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全国自治体へのアンケート概要
1.2. 本事業の実施作業

本事業では、自治事務の手続のオンライン化の実現に向けた現状業務の状況を把握するために、全国自治体を対象としたアン
ケートを実施。

アンケートの実施概要

実施期間 • 2022年9月～2022年10月

実施内容

対象自治体 • 自治事務の手続の審査業務を行っている全国自治体

実施方法

• Web上で利用できるアンケートツール(Microsoft Forms)にて回答を収集
(当該サイトにアクセスできない場合は、同内容のエクセルファイルにて回答を収集)

• 設問および回答結果はEXCELデータを参照

• 自治事務の手続のオンライン化の実現に向けて、下記の把握を目的としたアンケートを実施
• オンライン化に対するニーズ等の把握
• 対象手続について現状把握
• オンライン化の対象として検討している手続の申請件数等の把握
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手続類型化の観点
2.2. 選定手続の類型化・類型別の導入方針

オンライン化を効率的に進めるため、下記の観点で手続類型を定義して各手続を類型に分類し、手続毎ではなく類型を単位と
してオンライン化方式を検討。

類型種別

様式

業務フロー

審査フロー

類型化の観点 補足

• 様式の有/無（添付書類のみ）

• 表形式の有/無

• 申請情報をマスタ管理する場合に、対象マスタの種別

-

• 表形式の有/無によって、設定シートの設定方法が大きく変わるため類型観
点とする

• 登録対象のマスタによって、入力項目の共通化が可能であるめ類型観点とす
る

• 届出/申請

• 過去の手続情報やマスタデータの参照が必要/不要

• 手数料納付の有/無

-

• マスタの参照有無によって画面構成が変わるため類型観点とする

• 自治事務手続の初期オンライン化では対象外とする

• 外部への業務委託の有/無

• 外部への情報連携の有無

• 起案・決裁が必要/不要

• 自治事務手続の初期オンライン化では対象外とする

• 自治事務手続の初期オンライン化では対象外とする

-
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分類結果
2.2. 選定手続の類型化・類型別の導入方針

選定した優先手続について、申請様式、業務フロー、審査フロー、法令に着目して4種類の類型のいずれかに分類。

表形式
なし

表形式
あり

様式 業務フロー 審査フロー

対象手続
(59手続)

指定
様式
あり

指定
様式
なし

届出*2

申請

過去手続情報/
マスタ参照あり

過去手続情報/
マスタ参照なし

起案・決裁が
必要

起案・決裁が
不要

マスタあり
(事業者)*1

マスタなし

マスタあり
(事業所情報)

マスタなし

マスタあり
(事業者

(電気工事業法))

手続数 該当する主な手続法令

50手続

⚫ 保安統括者の選任の届出/解任の届出(一般則,液石則,コンビ則)
⚫ 保安技術管理者の選任の届出/解任の届出(一般則,液石則,コンビ則)
⚫ 保安係員の選任の届出/解任の届出(一般則,液石則,コンビ則)
⚫ 保安主任者の選任の届出/解任の届出(一般則,液石則,コンビ則)

他

高圧

届出

申請

届出

申請

過去手続情報/
マスタ参照あり

過去手続情報/
マスタ参照なし

起案・決裁が
必要

起案・決裁が
不要

過去手続情報/
マスタ参照あり

過去手続情報/
マスタ参照なし

起案・決裁が
必要

起案・決裁が
不要

⚫ みなし登録電気工事業者の開始届出（建設業者に関する特例）
⚫ みなし登録電気工事業者の変更届出（建設業者に関する特例）

電気 2手続

⚫ (仮称)基礎情報の変更の届出*3高圧 1手続

*1 次期保安ネットにて、自治事務で使用が見込まれるマスタは未作成のため、最も類型化の近い「事業者」マスタのある類型を用いて、別途マスタを新規作成する必要がある （例）各種選解任者マスタ 等
*2 国の手続とは異なり、自治体では、「届出」であっても起案・決裁の処理を実施する自治体が大多数を占める
*3 事業者・事業所の基礎情報を変更・更新するために、新規に追加した手続 (電気事業法の「保安規定変更届出」に類似する手続）

液石 6手続

⚫ 業務主任者の選任の届出/解任の届出(都道府県知事)
⚫ 業務主任者の代理者の選任の届出/解任の届出(都道府県知事)
⚫ 一般消費者等の数及び保安業務の委託状況報告(都道府県知事)
⚫ 保安業務実施状況等報告(都道府県知事)
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想定されるマスタ（1/2）
2.2. 選定手続の類型化・類型別の導入方針

選定した手続の様式を参考に、各法令で以下のマスタを想定。

マスタの選定観点

事業の基礎情報

事業の初期申請時に報告される事業の
基礎的な情報は、以後の手続きのベース
となるため、マスタ管理が必要

現行現場業務への活用

日々の業務で参照・活用しているデータは
より効率的に利用するため、マスタ化が必
要

法令毎のマスタ（想定）

電気

液石

高圧

火薬

事業者マスタ、事業者情報履歴マスタ

事業者マスタ、事業者情報履歴マスタ

事業所マスタ、事業所情報履歴マスタ
事業者マスタ、事業者情報履歴マスタ

事業者マスタ、事業者情報履歴マスタ

電気工事士マスタ

保安機関マスタ、業務主任者マスタ

-

保安統括者マスタ、保安検査マスタ

基礎情報マスタ

事業者や事業所の名称、所在地、
設備等の最新情報を管理するための
データベース

個別マスタ

法令固有の最新情報を管理するため
のデータベース
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自治事務が抱える課題の整理
3.1. 自治事務が抱える課題の整理

各自治体から寄せられた意見から、システムの整備や業務フローの増減に関わる意見を「主要課題」として抽出。また要件定義
上で詳細検討が必要な意見を「機能面に関わる課題」として抽出。また疑似体験用システムにおける使い勝手や画面構成、
文言等に関する意見は、「ユーザビリティに関わる意見」として次年度以降の参考とするため一覧化を行う。

自治体からの意見
(疑似体験、ブロッ
ク会議、アンケート)

機能面に関わる課題

主要課題

ユーザビリティに関わる
意見

• 「環境整備」の課題
次期保安ネットを自治体に導入するにあたって整備すべき制度やインフラに関する課題
を検討

• 共通化に向けた課題
- 「様式」の共通化：自治体毎に独自様式や手続を設けている場合への対応の検討
- 「データベース」の共通化：次期保安ネットでの管理台帳のあり方やデータ移行の進

め方について検討
- 「業務フロー」の共通化：自治体毎に事務処理が異なるとされる業務や国として全

自治体向けに方針を示すべき課題について検討

• 自治事務向け次期保安ネットの機能のみに関わる課題
- 自治事務特有の機能に当てはまる課題を抽出し、事業内で次期保安ネットでの実

現イメージや対応方針を検討

• 次期保安ネットの機能に共通する課題
- 次期保安ネットにも共通している課題は、次期保安ネットの要件定義内で検討

その他、疑似体験用システムにおける使い勝手や画面構成、文言等に関する意見は、
「ユーザビリティに関わる意見」として次年度以降の参考とするため一覧化

分類 概要

P.35-P.63

-

該当頁
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主要課題一覧
3.2. 主要課題の検討

本事業で検討を行う主要課題の一覧とその論点は以下のとおり。

起案・決裁、文書管理に関する方針が自
治体毎に異なる

LGWAN未整備の団体が一部存在

申請者(事業者等)に提出を求めている自
治体独自の手続や様式が大半の自治体
で存在

環境整備

様式

課題種別 論点

• 既存の紙やシステムでの文書管理を次期保安ネットで代替するのか
• （既存の文書管理システムを次期保安ネットで代替することが難しい場

合）自治体毎の文書管理システムと次期保安ネットを連携するのか

• どのような団体がLGWAN未整備なのか
• LGWAN未整備の団体はどのように次期保安ネットへアクセスするのか

• 国の法令に基づかない自治体毎の独自手続や様式を次期保安ネットで実
装するのか

該当頁

P.39-P.40

P.41

P.42-P.45

全自治体の管理台帳から次期保安ネット
へとデータ移行が必要

データ
ベース

• 各自治体が保有する管理台帳から、どの項目を次期保安ネットでのマスタ管
理対象としてデータ移行を行うのか

P.46-P.48

01

No.

02

03

04

事前相談の実施方法が自治体毎に異な
る

• 事前相談業務をどのように次期保安ネットで行うのか
• 事前相談が増え得る可能性に対して、どう予め備えることが考えられるか

P.49-P.50業務フロー05
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主要課題一覧
3.2. 主要課題の検討

本事業で検討を行う主要課題の一覧とその論点は以下のとおり。

大半の自治体で紙原本の提出や交付が
行われている

手数料納付に関する導入・運用方針が自
治体毎に異なる

多量の添付書類や大判な図面が必要な
手続をオンライン化すると業務が煩雑にな
る恐れがある

課題種別 論点

• オンライン化後、本人確認書類や資格証明書等の紙の原本の提出が必要
な書類の扱いをどのようにするのか

• オンライン化後、副本や許可証、免状等の書面の交付をどのように行うのか

• 既存の自治体毎の会計システムと連携して導入するのか、自治事務向けの
システムでは切り離した形で導入するのか

• 業務フローに手数料納付のフローをどこに組み込むのか

• 複数図面同士の確認や自治体毎に保有しているチェックリストとの突合等、
画面上では行いづらい作業を行いやすくするため、どのような機能が必要か

• その機能は次期保安ネットで実装可能か
• (実装困難な場合)どのような運用で対応するのが望ましいか

該当頁

P.51-P.52

P.53-P.56

P.57-P.60

免状交付等の一部手続では、大半の自
治体で外部への業務委託を行っている

• 外部業務委託先が操作可能な業務フローの範囲や閲覧可能な範囲をどこ
までとするのか

P.61-P.62

06

No.

07

08

09

オンラインでも行政書士による代行申請を
実現する必要がある

• 行政書士による代行申請をどのような操作権限・参照権限で次期保安ネッ
トで実現するのか

P.63

業務フロー

10
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課題01 起案・決裁、文書管理に関する方針が自治体毎に異なる – 既存システム代替
3.2. 主要課題の検討

各自治体の文書管理規則には、既存の文書管理システム以外のシステムの利用が可能な余地を残していることが判明。そこで
規則上の例外のシステムに次期保安ネットを適用させることで、既存システムの代替としての役割を担うことが可能。

(行政文書の登録)
第9条 行政文書(次条第2項の規定によりその保存期間が1年未満である行政文書、常時使用する行政文書その他文書管
理システムを使用することが困難であると行政マネジメント課長が認めた行政文書並びに決裁及び供覧を要しない行政文書(以
下「システム外文書」という。)を除く。)は、別に定めるところにより、文書管理システムに登録しなければならない。
(行政文書の整理、ファイリング及び保存)
第11条 課等の長は、事案処理の終了した行政文書(システム外文書を除く。)を、前条第4項の分類に従い、保存期間別及
び会計年度別に、遅滞なく、文書管理システムにより整理し、及び保存しなければならない。
2 前項の規定により整理し、及び保存した行政文書のうち文書管理システムに記録した事項以外の事項を記録した行政文
書並びにシステム外文書は、次に定めるところにより、整理し、ファイリングし、及び保存しなければならない。(一部抜粋)
3 前項の規定にかかわらず、同項の規定により難いものについては、課等の長は、行政マネジメント課長と協議の上、別の
方法により行政文書を整理することができる。

（行政文書管理システムによらない行政文書の収受）
第14条 収受記録を残すべき行政文書について、行政文書管理システムに接続できない環境にある等、行政文書管理システ
ムへの登録が困難な場合又は年間若しくは特定の期間に同一の件名で相当数の申請書等を受領する場合は、第10条から
前条までの規定にかかわらず、収受記録簿（第３号様式）に必要な事項を記録し、文書課長の定めるところにより番号を付
さなければならない。ただし、別に定めるシステムにより収受の記録を行っている場合は、当該システムによる収受の記録をもっ
て収受処理に代えることができる。
（起案文書の作成）
第19条 起案文書（電子情報等を含む。以下同じ。）は、行政文書管理システムその他別に定めるシステムを利用して作
成しなければならない。
（電子情報等の整理及び保管）
第48条 電子情報等の整理及び保管は、原則として会計年度ごとに行政文書管理システムへ登録することにより行わなけれ
ばならない。

神奈川県行政文書管理規程*1

横浜市行政文書管理規則*2

各自治体の文書管理規則では、原則文
書管理システムを利用するよう明記され
ている。

但し例外のシステムとして次期保安ネット
を適用することで、既存システムの代替と
して次期保安ネットを利用することが可
能となる。

*1 神奈川県庁.「神奈川県行政文書管理規則」. https://en3-jg.d1-law.com/cgi-bin/kanagawa-ken/D1W_resdata.exe?PROCID=1951799219&CALLTYPE=1&RESNO=12&UKEY=1672127604322,（2022/12/27閲覧）
*2 横浜市役所.「横浜市行政文書管理規則」. https://cgi.city.yokohama.lg.jp/somu/reiki/reiki_honbun/g202RG00000040.html,（2022/12/27閲覧）
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課題02 LGWAN未整備の団体が存在
3.2. 主要課題の検討

全国自治体への調査の結果、主に消防本部や免状交付を行う外部への業務委託先で、LGWANが未整備ということが判明。
これらの団体において届出・申請が行われていることに鑑み、インターネット接続も確保が必要。

LGWAN未整備の団体
(全国自治体向けアンケートより確認)

一部事務組合や広域連合(消防本部)(高圧、液石、火薬)

該当例
- A消防本部(B自治体)
- C広域連合消防本部(D自治体)
- E消防本部(F自治体)
- G広域連合(H自治体) 等

外部への業務委託先(全法令) 

各都道府県の電気工事工業組合や高圧ガス保安協会が該当

これらの団体が今後手続の受付や審査を行うこと
を鑑み、LGWANのみではなく、インターネットで
の接続も可能な仕様が必要。
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課題03 自治体独自の様式が存在 – 対応方針案
3.2. 主要課題の検討

現行業務の管理台帳と様式を照らし合わせた結果、申請書だけでは抽出しきれない項目を確認。記述書等の自治体独自の
様式を入力フォーム化するかは、マスタ管理する項目を定義後、様式の中から、多くの自治体に共通して出現する項目（情
報）について採否を判断すべき。

高圧ガス製造許可申請書

• 代表者氏名

• 連絡先（電話番号）

• 事業所名称

• 事業所（本社）所在地

• 事業所所在地

• 製造する高圧ガスの種類

• 製造許可年月日

申請書の項目内のマスタ項目*

製造計画書、機器一覧表

• 施設名称

• 製造形態・処理設備

• 検査日

• 処理量

• 貯蔵形態

• 貯蔵量

• 内容積

• 常用圧力 ・・・等

申請書の項目外のマスタ項目*

• 現行業務と同じレベルでマスタ管理を行うには、記述書の項目まで入力
フォーム化が必要

• 一方マスタ管理対象以外の情報を含む項目は入力フォーム化せずに提出
自体を省略化、もしくは添付書類で提出する

対応方針案

① マスタ管理対象とする情報を定義

② 申請書で抽出しきれない情報がないか確認

③ 該当する場合、独自様式の中から多くの自治体に共通して出現する
項目(情報)を入力フォーム化

* A自治体へのヒアリング時に受領した事業所のデータベースを例に記載
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課題06 紙原本の提出や交付を必要とする手続が存在 – 課題
3.2. 主要課題の検討

主に以下の書類で紙原本の提出や紙原本の交付が行われていることが判明。紙原本とオンラインの並行運用によって、申請者、
自治体の窓口訪問や郵送にかかる負担が増え、オンライン化によるメリットを享受しづらくなることが懸念される。

• 合格通知書(免状交付関係の手続)

• 本人確認書類(個人の場合)

• 登記簿謄本、登記事項証明書(法人の場合)

第一種電気工事士試験合格通知書

○○殿
財団法人 電気技術者試験センター理事長

XXXX
XXXXXXXX

受験番号 ○○○○
合格番号 〇〇○○提出が必要な

紙原本

交付が必要な
紙原本

• 公印の入った許可証

• 受領日や受領印の入った副本

• 免状関連

該当書類 課題

• オンライン化後も窓口への訪問もしくは郵
送が必要となり、自宅にいながら手続を
提出できるというオンライン化のメリットを享
受しづらくなる恐れがある

• オンラインでの届出・申請と郵送物が切り
離されることで、職員の書類管理が煩雑
となる恐れがある

• 申請者側に窓口訪問のコスト、または自
治体に郵送によるコストを強いてしまう

• 大判な図面等の添付書類
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課題06 紙原本の提出や交付を必要とする手続が存在 – 対応方針案
3.2. 主要課題の検討

各書類のオンラインでの処理にあたっては、実現による影響を調査しつつも原則オンライン化を目指すべき。

通知書の写しを次期保安ネット上に添付することで代替

写しを次期保安ネット上に添付することで代替、もしくはG
ビズID*や公的個人認証サービスで本人であることを確認

公印を省略し、次期保安ネットから申請者が許可証をダウ
ンロードすることで代替

次期保安ネット上で受付日の確認ができるため、必要な
場合に応じて受付情報をダウンロードすることで代替

他の免状と同様、マイナンバーカードへ一体化することで原
本の交付を省略

実現により、自治体側、
申請者側にどのような
不都合が生じるかは、
引き続き調査が必要。

書類毎の対応方針案

* gBizIDアカウントのうち、gBizIDエントリーはメールアドレスのみでアカウント登録できるため、gBizIDプライム・メンバーであることを要件とする

• 合格通知書(免状交付関係の手続)

• 本人確認書類(個人の場合)

• 登記簿謄本、登記事項証明書(法人の場合)

第一種電気工事士試験合格通知書

○○殿
財団法人 電気技術者試験センター理事長

XXXX
XXXXXXXX

受験番号 ○○○○
合格番号 〇〇○○提出が必要な

紙原本

交付が必要な
紙原本

• 公印の入った許可証

• 受領日や受領印の入った副本

• 免状関連

該当書類

• 大判な図面等の添付書類 (課題08で対応方針案を整理)
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課題08 多量の添付書類/大判な図面を含む手続のオンライン化 – 該当手続
3.2. 主要課題の検討

提出に必要な添付書類が多い、または大判な図面を含む等の理由でオンライン化してもメリットの少ない手続として以下の手続
が挙げられる。

高圧ガス保安法

- 第一種製造者の許可
- 第一種製造者の製造施設等の変更の許可
- 第一種製造者の設置工事に関する完成検査
- 第一種貯蔵所設置許可
- 高圧ガスの販売事業の届出
- 特定高圧ガスの消費の届出 等

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に
関する法律

- 液化石油ガス設備工事届出
- 液化石油ガス販売所等変更の届出
- 液化石油ガス販売事業の登録
- 充てん設備の許可
- 貯蔵施設等設置許可 等

火薬類取締法

- 火薬類消費許可の申請
- 火薬類製造営業許可申請
- 火薬庫の所有等の例外許可 等

電気工事業法・電気工事士法

該当なし

多くの添付書類/大判な図面の提出が必要な手続の例
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課題09 外部に業務委託している手続が存在 – 疑似体験の主な意見
3.2. 主要課題の検討

手続の申請受付・審査等を自治体外部に業務委託している場合がある。この場合の電子化には、委託業務の範囲に応じたア
カウント権限設定の整理や、自治体側の負担を抑えた新規事業者への操作支援の拡充が必要。

「外部に業務委託している手続」の疑似体験の主な意見(A自治体より)

• 次期保安ネット運用開始後も紙申請を併用する場合、業務委託先のアカウントは
書類受付までの機能で十分であり、起案・決裁機能を付ける必要性はない。

• 免状発行承認・免状カードの配布以外はすべて業務委託しているため、すべての権
限を付与しても問題ないと考える。

アカウントの
権限設定

• 自治体ごとの委託業務の方法(契約内
容・事業範囲)のパターンに応じて、アカウ
ントの権限設定方法を整理（次頁詳
細）

• 自治体側の決裁は、業務委託先から提出された数十～百件程度をまとめて処理し
ており、システム利用により、自治体側・業務委託先側、双方とも大幅な手間の増
加を懸念している。

• 次期保安ネット運用開始後も紙申請を併用する場合、紙申請の処理は継続するた
め、業務委託先の業務量全体が増え、委託料増につながるおそれがある。

業務負担の
増加

• 複数の申請がある場合も、「一括処理」
機能で一度に処理が可能

• 委託先にも疑似体験を実施し、業務が
純増にならないよう施策を検討する

• プラットフォームとして提供してもらえるのはありがたいが、県側が運用しているシステム
もあるため、担当者が数年で異動してしまう状況を鑑みると操作を覚えて運用してい
くこと自体が負担が大きい。

• 業務委託先は一般競争入札で調達をする関係で、同一アカウントを使い続けること
ができない。そのため、業務委託先の変更都度、新規のアカウント付与をはじめとし
た、業務委託先へのシステム利用に関する各種対応の負担が自治体側に生じる

業務委託先へ
の支援

• 新規の業務委託先でもスムーズに利用が
できるよう、マニュアル・ヘルプデスク等の操
作支援策を充実させ、自治体側の負担
を軽減

• 事業者・自治体からの意見を踏まえ、シ
ステムの利便性・使いやすさの向上に寄
与する継続的なシステム改善を実施

対応案








